
意見提出が３０日未満の場合のその理由

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等

に関する特別措置法（平成４年法律第 70号。以下「自動車 NOx・PM 法」という。）によ

り、排出基準を満たさない自動車は対策地域内において登録できない（車検が通らない）

仕組みとなっています（いわゆる車種規制）。しかしながら、規制が施行された時点で

現に使用されている自動車（いわゆる使用過程車）については、車種に応じた経過措置

期間が設けられており、順次買い換え等の対応が行われてきています。

現在、本年３月 11 日の東日本大震災の影響により、全国的に完成車メーカーでの車

両の生産に停滞が生じており、経過措置期間が迫ったバス事業者等が予定していた基準

適合車両を購入できず、運行車両の不足等の影響が生じるおそれがあります。

代替車の調達の見通しが立たないまま経過措置期限をむかえる自動車が今後次々と

出てくることから、可能な限り速やかに措置を開始する必要があります。

したがって、行政手続法（平成５年法律第８８号）第４０条第１項の規定に基づき、

必要最小限の期間を設定して、あらかじめ意見・情報の募集を行うこととしたものです。


